
総合計画ってなぁに？
「総合計画」は、市民憲章が目指す理想のまちに近づくための
“まちづくりの指針（手引き）”となる計画です。

計画期間

平成 21 年度（2009 年度）から平成 30 年度（2018 年度）
までの 10年間です。

総合計画の３つの役割

ゴールに向けて、
ぼくたちに何がで
きるのかなぁ？

みんな（市民と市）の
「目標（ゴール）」と「約束」

市の一番大切な、小牧市が歩むべき道を決める「道しるべ」

目指すまちの姿に
どのくらい近づいたかを計る「基準」

市民憲章は、
裏表紙を見てね！

第６次小牧市総合計画

02




